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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 3 年 1 0 月 2 6 日 ( 2 0 2 1 . 1 0 . 2 6 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 電 池 の 電 流 値 、 電 圧 値 、 及 び 内 部 抵 抗 値 に 基 づ い て 、 第 １ の 手 法 で
　 前 記 電 池 の 第 １ 充 電 状 態 を 演 算 す る 第 １ 演 算 部 と 、
　 前 記 第 １ の 手 法 と は 異 な る 第 ２ の 手 法 で 前 記 電 池 の 第 ２ 充 電 状 態 を 演 算 す る 第 ２ 演 算 部  
と 、
　 前 記 第 １ 充 電 状 態 と 前 記 第 ２ 充 電 状 態 と の 間 の 差 分 が 所 定 値 以 上 の 場 合 に 内 部 抵 抗 の 補  
正 演 算 を 実 行 可 と 判 定 す る 内 部 抵 抗 演 算 実 行 判 定 部 と 、
　 前 記 第 １ 充 電 状 態 と 前 記 第 ２ 充 電 状 態 と の 間 の 差 分 の 絶 対 値 と 、 前 記 電 流 値 の 絶 対 値 と  
に 応 じ た 抵 抗 補 正 量 を 演 算 す る 内 部 抵 抗 補 正 量 演 算 部 と 、
　 前 記 実 行 可 の 判 定 が さ れ た 場 合 に 、 前 記 演 算 さ れ た 抵 抗 補 正 量 で 、 前 記 内 部 抵 抗 値 を 補  
正 す る 内 部 抵 抗 補 正 部 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 内 部 抵 抗 補 正 部 に よ っ て 補 正 さ れ た 前 記 内 部 抵 抗 値 に 基 づ い て 、 前 記 電 池 の 劣 化 度  
を 演 算 す る 劣 化 度 演 算 部
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　 を さ ら に 含 ん だ こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 内 部 抵 抗 補 正 部 は 、 さ ら に 前 記 第 ２ 充 電 状 態 、 前 記 電 流 値 、 及 び 前 記 電 池 の 温 度 が  
所 定 条 件 を 充 足 す る 場 合 に 、 前 記 演 算 さ れ た 抵 抗 補 正 量 で 前 記 内 部 抵 抗 値 を 補 正 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 内 部 抵 抗 補 正 部 は 、 前 記 差 分 が 検 出 さ れ な い 、 ま た は 、 前 記 第 ２ 充 電 状 態 が 前 記 所  
定 条 件 を 充 足 し な い 場 合 に は 、 前 記 内 部 抵 抗 値 を 補 正 せ ず 、 前 記 差 分 が 検 出 さ れ 、 か つ 、  
前 記 第 ２ 充 電 状 態 、 前 記 電 流 値 、 及 び 前 記 電 池 の 温 度 が 前 記 所 定 条 件 を 充 足 す る と 判 定 さ  
れ た 直 近 の 演 算 周 期 に お い て 補 正 し た 前 記 内 部 抵 抗 値 を 出 力 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 抵 抗 補 正 量 は 、 前 記 差 分 が 大 き い ほ ど 、 か つ 、 前 記 電 流 値 の 絶 対 値 が 小 さ い ほ ど 、  
大 き な 値 で あ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 抵 抗 補 正 量 は 、 さ ら に 前 記 電 池 の 温 度 に 応 じ た 値 で あ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 抵 抗 補 正 量 は 、 前 記 電 池 の 温 度 が 高 い ほ ど 、 小 さ な 値 で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 抵 抗 補 正 量 は 、 さ ら に 前 記 電 池 の 劣 化 度 に 応 じ た 値 で あ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 抵 抗 補 正 量 は 、 前 記 電 池 の 劣 化 度 が 大 き い ほ ど 、 大 き な 値 で あ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ ～ ９ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の 電 池 制 御 装 置 と 、
　 前 記 電 池 が 複 数 接 続 さ れ 前 記 電 池 制 御 装 置 に よ り 制 御 さ れ る 組 電 池 と 、 を 有 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 電 池 シ ス テ ム 。
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